
昭
和
四
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
百
号

中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
規
則

中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
一
条
第
一
項
並
び
に
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施

行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
（
第
四
条

第
三
項
を
除
く
。
）
を
実
施
す
る
た
め
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
商
店
街
整
備
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
等
）

第
一
条
　
中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
当
該
商
店
街
整
備
計
画
に
係
る
施
設
又
は
設
備
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
（
当
該
商
店
街
整
備
計
画
に
係
る
全
て
の
施
設
又
は
設
備
の
所
在
地
が
一
の
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
長
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を

提
出
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
商
店
街
整
備
計
画
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
の
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の

写
し
（
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）

二
　
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
の
定
款

三
　
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
の
組
合
員
又
は
所
属
員
の
氏
名
又
は
名
称
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
、
常

時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
及
び
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿

四
　
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

五
　
設
置
す
る
施
設
又
は
設
備
の
配
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面

六
　
道
路
に
施
設
又
は
設
備
を
設
置
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
設
置
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
四
条
の
承
認
若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
一
項
の
許
可
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五

号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
許
可
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
の
同

意
を
要
す
る
と
き
は
、
当
該
許
可
若
し
く
は
承
認
又
は
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
又
は
得
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
商
店
街
整
備
計
画
に
係
る
施
行
令
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
を

提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
変
更
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
の
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
写
し
（
施
行

令
第
二
条
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）

二
　
当
該
認
定
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
変
更
に
伴
い
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の

変
更
に
係
る
書
類

四
　
当
該
変
更
に
伴
い
前
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
許
可
若
し
く
は
承
認
又
は
同
意
を
要
す
る
こ
と
と
な
つ

た
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

（
店
舗
集
団
化
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
等
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
当
該
店
舗
集
団
化
計
画
に
係
る
団
地
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
店
舗
集
団
化
計
画
に
係
る
団
地
の
所
在
地
が
一
の
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
長
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
を

提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
店
舗
集
団
化
計
画
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
又
は
協
同
組
合
連

合
会
（
以
下
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
い
う
。
）
の
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
写
し
（
事
業
の
用
に
供
さ

れ
て
い
な
い
店
舗
、
倉
庫
、
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
活
動
の
施
設
（
以
下
「
空
き
店
舗
等
」
と
い
う
。
）
を
活

用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
九
条
第
三
項
の
表
の
第
七
号
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
も
の
）

二
　
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
定
款

三
　
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
組
合
員
又
は
所
属
員
の
氏
名
又
は
名
称
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
、
常
時

使
用
す
る
従
業
員
の
数
及
び
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿

四
　
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

五
　
設
置
す
る
施
設
又
は
設
備
の
配
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面

六
　
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

第
四
条
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
店
舗
集
団
化
計
画
に
係
る
施
行
令
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
を

提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
変
更
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
写
し
（
空
き
店

舗
等
を
活
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
九
条
第
三
項
の
表
の
第
七
号
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）

二
　
当
該
認
定
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
変
更
に
伴
い
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の

変
更
に
係
る
書
類

四
　
当
該
変
更
に
伴
い
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
許
可
若
し
く
は
承
認
又
は
同
意
を
要
す
る
こ
と
と
な

つ
た
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

（
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
等
）

第
五
条
　
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
当
該
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
係
る
共
同
店
舗
等
又

は
店
舗
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
係
る
全
て
の
共
同
店
舗
等
又

は
店
舗
等
の
所
在
地
が
一
の
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
長
。
次
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
様
式
第
五
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
組
合
が
作
成
す
る
共
同
店
舗
等
整
備

計
画
に
あ
つ
て
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
組
合
の
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
写
し

二
　
当
該
組
合
の
定
款

三
　
当
該
組
合
の
組
合
員
の
氏
名
又
は
名
称
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
及

び
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿

四
　
当
該
組
合
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

五
　
設
置
す
る
共
同
店
舗
等
又
は
店
舗
等
の
配
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面

六
　
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
中
小
小
売
商
業
者
が
当
該
合
併
又
は
出
資
を
し

よ
う
と
す
る
他
の
中
小
小
売
商
業
者
と
共
同
し
て
作
成
す
る
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
あ
つ
て
は
、
次
の
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
合
併
契
約
書
の
写
し
、
出
資
に
よ
り
会
社
を
設
立
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
出
資
を
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
者
の
当
該
出
資
に
関
す
る
同
意
書
の
写
し

二
　
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
会
社
の
定
款
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
款

三
　
当
該
合
併
又
は
出
資
を
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
、

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
及
び
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿

四
　
法
第
四
条
第
三
項
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
会
社
の
予
定
貸
借
対
照
表
、
予
定
損
益
計
算
書
及
び
予
定

財
産
目
録
並
び
に
事
業
計
画
書
及
び
設
備
投
資
計
画
書

五
　
設
置
す
る
共
同
店
舗
等
又
は
店
舗
等
の
配
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面

六
　
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

1



４
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
の
会
社
が
作
成
す
る
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
あ
つ
て

は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
会
社
の
定
款

二
　
当
該
会
社
の
す
べ
て
の
出
資
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
、
常
時
使
用
す
る
従
業

員
の
数
及
び
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿

三
　
当
該
会
社
の
最
近
三
期
間
の
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
最
終
の
財
産
目
録
並
び
に
事

業
計
画
書
及
び
設
備
投
資
計
画
書

四
　
設
置
す
る
共
同
店
舗
等
の
配
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面

五
　
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

第
六
条
　
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
係
る
施
行
令
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
様
式
第
六
に
よ
る
申
請

書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
組
合
の
作
成
に
係
る
認
定
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に

あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
組
合
の
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
写
し

二
　
当
該
認
定
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
変
更
に
伴
い
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
同
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
同

条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
書
類

四
　
当
該
変
更
に
伴
い
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
許
可
若
し
く
は
承
認
又
は
同
意
を
要
す
る
こ
と
と
な

つ
た
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

（
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
等
）

第
七
条
　
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
当
該
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
に
係
る
施
設
又
は
設

備
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
当
該
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
に
係
る
全
て
の
施
設
又
は
設
備
の
所

在
地
が
一
の
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
長
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
、
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
特
定
会
社
が
作
成
す
る
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
に
あ
つ
て
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
会
社
の
定
款

二
　
当
該
特
定
会
社
の
す
べ
て
の
出
資
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
、
常
時
使
用
す
る

従
業
員
の
数
及
び
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿

三
　
当
該
特
定
会
社
の
最
近
三
期
間
の
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
最
終
の
財
産
目
録
並
び

に
事
業
計
画
書
及
び
設
備
投
資
計
画
書

四
　
設
置
す
る
施
設
又
は
設
備
の
配
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面

五
　
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
一
般
社
団
法
人
等
が
作
成
す
る
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
に
あ
つ
て
は
、
次
の
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
一
般
社
団
法
人
等
の
社
員
総
会
（
当
該
一
般
社

団
法
人
等
が
理
事
会
を
設
置
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
理
事
会
）
の
議
事
録
の
写
し

二
　
当
該
一
般
社
団
法
人
等
の
定
款

三
　
一
般
社
団
法
人
に
あ
つ
て
は
総
社
員
の
氏
名
又
は
名
称
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
、
資
本
金
の
額
及
び

主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿
、
一
般
財
団
法
人
に
あ
つ
て
は
設
立
に
際
し
て
財
産

を
拠
出
し
て
い
る
す
べ
て
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
拠
出
し
た
財
産
の
総
額
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
、

資
本
金
の
額
及
び
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿

四
　
当
該
一
般
社
団
法
人
等
の
最
近
三
期
間
の
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
、
最
終
の
財
産
目

録
並
び
に
事
業
計
画
書
及
び
設
備
投
資
計
画
書

五
　
設
置
す
る
施
設
又
は
設
備
の
配
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面

六
　
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

４
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
特
定
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
が
作
成
す
る
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
に
あ
つ

て
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
出
資
を
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
者
の
当
該
出
資
に
関
す
る
同
意
書
の
写
し

二
　
当
該
出
資
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
会
社
の
定
款
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
款

三
　
当
該
出
資
を
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
、
常
時
使
用

す
る
従
業
員
の
数
及
び
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
事
業
の
種
類
を
記
載
し
た
名
簿

四
　
当
該
特
定
会
社
の
予
定
貸
借
対
照
表
、
予
定
損
益
計
算
書
及
び
予
定
財
産
目
録
並
び
に
事
業
計
画
書
及
び
設

備
投
資
計
画
書

五
　
設
置
す
る
施
設
又
は
設
備
の
配
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面

六
　
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

第
八
条
　
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
商
店
街
整
備
等
支
援
計
画
に
係
る
施
行
令
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
様
式
第
八
に
よ
る
申

請
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
社
団
法
人
等
の
作
成
に
係
る
認
定
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
議

決
を
し
た
当
該
一
般
社
団
法
人
等
の
社
員
総
会
（
当
該
一
般
社
団
法
人
等
が
理
事
会
を
設
置
し
て
い
る
と
き

は
、
そ
の
理
事
会
）
の
議
事
録
の
写
し

二
　
当
該
認
定
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
変
更
に
伴
い
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
同
条
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
同

条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
書
類

四
　
当
該
変
更
に
伴
い
第
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
許
可
若
し
く
は
承
認
又
は
同
意
を
要
す
る
こ
と
と
な

つ
た
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
書
面

（
組
合
員
の
数
等
）

第
九
条
　
施
行
令
第
二
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
二
十
人
（
当
該
商
店
街
整
備
計
画
に
係
る
施

設
又
は
設
備
が
会
議
場
施
設
、
広
場
又
は
駐
車
場
で
あ
る
と
き
は
、
五
人
）
と
す
る
。

２
　
施
行
令
第
二
条
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
空
き
店
舗
等
を
活
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
次
の

各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
と
し
、
同
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
五
人
と

す
る
。

一
　
当
該
空
き
店
舗
等
が
商
店
街
振
興
組
合
等
の
地
区
に
属
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
が

商
店
街
を
統
一
的
に
整
備
す
る
構
想
を
策
定
し
、
か
つ
、
そ
の
構
想
を
総
会
又
は
総
代
会
に
お
い
て
議
決
し
て

い
る
こ
と
。

二
　
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
が
、
前
号
の
構
想
に
従
つ
て
当
該
空
き
店
舗
等
を
活
用
し
て
行
う
店
舗
そ
の
他
の

施
設
を
新
設
又
は
改
造
す
る
事
業
に
つ
い
て
支
持
す
る
こ
と
を
、
総
会
又
は
総
代
会
に
お
い
て
議
決
し
て
い
る

こ
と
。

三
　
前
号
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
第
一
号
の
構
想
に
従
つ
て
事
業
を
行
う
こ
と
を
約
し
て
い
る
こ
と
。

３
　
施
行
令
第
三
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
二
十
人
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
別
の
理
由

に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
人
数
）
と
す
る
。

特
別
の
理
由

組
合

員
又

は
所

属
員

数

一
　
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
又
は
人
口
十
万
人
以
上
の
市
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
、
組
合
員
又
は
所

属
員
の
三
分
の
二
以
上
が
当
該
区
域
内
に
お
い
て
既
に
事
業
を
行
つ
て
い
る
と
き
。

五
人

二
　
組
合
員
又
は
所
属
員
の
三
分
の
二
以
上
が
次
に
掲
げ
る
区
域
又
は
地
域
か
ら
店
舗
そ
の
他
の
施
設
を
移
転

す
る
場
合

十
人

2



イ
　
首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地

ロ
　
近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
都
市
区
域

ハ
　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地

域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一

種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
、
準
工
業
地
域
又
は
工
業
地
域

三
　
当
該
団
地
が
次
の
い
ず
れ
か
の
区
域
又
は
地
域
に
設
置
さ
れ
る
場
合

イ
　
沖
縄
県
の
区
域

ロ
　
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

に
掲
げ
る
過
疎
地
域

ハ
　
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域

と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域

十
人

四
　
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
期
間
中
に
災
害
、
経
済
事
情
等
の
著
し
い
変
動
に
よ
り
組
合

員
又
は
所
属
員
の
数
が
二
十
人
未
満
と
な
つ
た
場
合

十
人

五
　
店
舗
を
一
の
建
物
に
集
団
し
て
設
置
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
組
合
員
又
は
所
属
員
の
五
分
の
四
以
上
が
商

工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
小
規
模
事
業
者
で
あ
る
と
き

五
人

六
　
当
該
団
地
が
商
店
街
の
区
域
又
は
そ
の
隣
接
地
に
設
置
さ
れ
、
か
つ
、
共
同
施
設
と
し
て
広
場
が
設
置
さ

れ
る
場
合

五
人

七
　
空
き
店
舗
等
を
活
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き

イ
　
当
該
空
き
店
舗
等
が
商
店
街
振
興
組
合
等
の
地
区
に
属
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等

が
商
店
街
を
統
一
的
に
整
備
す
る
構
想
を
策
定
し
、
か
つ
、
そ
の
構
想
を
総
会
又
は
総
代
会
に
お
い
て
議
決
し

て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
商
店
街
振
興
組
合
等
が
、
イ
の
構
想
に
従
っ
て
当
該
空
き
店
舗
等
を
活
用
し
て
行
う
店
舗
を
一
の
団

地
に
集
団
し
て
設
置
す
る
事
業
に
つ
い
て
支
持
す
る
こ
と
を
、
総
会
又
は
総
代
会
に
お
い
て
議
決
し
て
い
る
こ

と
。

ハ
　
前
号
の
事
業
を
行
お
う
と
す
る
事
業
協
同
組
合
等
が
、
イ
の
構
想
に
従
つ
て
事
業
を
行
う
こ
と
を
約
し
て

い
る
こ
と
。

五
人

４
　
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
は
、
五

人
と
す
る
。

５
　
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

６
　
施
行
令
第
八
条
第
三
号
ハ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
一
と
す
る
。

（
特
定
連
鎖
化
事
業
の
運
営
の
適
正
化
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
並
び
に
法
人

に
あ
つ
て
は
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名

二
　
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
主
要
株
主
（
発
行
済
株
式
の
総
数

又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
十
以
上
の
株
式
又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
者

を
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
他
に
事
業
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
種
類

三
　
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
、
そ
の
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
の
過
半
に
相
当
す
る
議
決
権
を

自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
有
し
て
い
る
者
の
名
称
及
び
事
業
の
種
類

四
　
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
直
近
の
三
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に

代
わ
る
書
類

五
　
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
当
該
事
業
の
開
始
時
期

六
　
直
近
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数
の
推
移
に
関
す
る
事
項

七
　
加
盟
者
の
店
舗
の
う
ち
、
周
辺
の
地
域
の
人
口
、
交
通
量
そ
の
他
の
立
地
条
件
（
次
条
に
お
い
て
単
に
「
立

地
条
件
」
と
い
う
。
）
が
類
似
す
る
も
の
の
直
近
の
三
事
業
年
度
の
収
支
に
関
す
る
事
項

八
　
直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
契
約
に
関
し
、
加
盟
者
又
は
加
盟
者

で
あ
つ
た
者
に
対
し
て
提
起
し
た
訴
え
の
件
数
及
び
加
盟
者
又
は
加
盟
者
で
あ
つ
た
者
か
ら
提
起
さ
れ
た
訴
え

の
件
数

九
　
加
盟
者
の
店
舗
の
営
業
時
間
並
び
に
営
業
日
及
び
定
期
又
は
不
定
期
の
休
業
日

十
　
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
、
加
盟
者
の
店
舗
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
当
該
加
盟
者
の
店
舗
に
お

け
る
小
売
業
と
同
一
又
は
そ
れ
に
類
似
し
た
小
売
業
を
営
む
店
舗
を
自
ら
営
業
し
又
は
当
該
加
盟
者
以
外
の
者

に
営
業
さ
せ
る
旨
の
規
定
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

十
一
　
契
約
の
期
間
中
又
は
契
約
の
解
除
若
し
く
は
満
了
の
後
、
他
の
特
定
連
鎖
化
事
業
へ
の
加
盟
禁
止
、
類
似

事
業
へ
の
就
業
制
限
そ
の
他
加
盟
者
が
営
業
活
動
を
禁
止
又
は
制
限
さ
れ
る
規
定
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

十
二
　
契
約
の
期
間
中
又
は
契
約
の
解
除
若
し
く
は
満
了
の
後
、
加
盟
者
が
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
に
つ
い
て
知

り
得
た
情
報
の
開
示
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
規
定
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

十
三
　
加
盟
者
か
ら
定
期
的
に
金
銭
を
徴
収
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
に
関
す
る
事
項

十
四
　
加
盟
者
か
ら
定
期
的
に
売
上
金
の
全
部
又
は
一
部
を
送
金
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
時
期
及
び
方
法

十
五
　
加
盟
者
に
対
す
る
金
銭
の
貸
付
け
又
は
貸
付
け
の
あ
つ
せ
ん
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
貸
付
け
又

は
貸
付
け
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
利
率
又
は
算
定
方
法
そ
の
他
の
条
件

十
六
　
加
盟
者
と
の
一
定
期
間
の
取
引
よ
り
生
ず
る
債
権
債
務
の
相
殺
に
よ
つ
て
発
生
す
る
残
額
の
全
部
又
は
一

部
に
対
し
て
利
息
を
附
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
利
息
に
係
る
利
率
又
は
算
定
方
法
そ
の
他
の
条
件

十
七
　
加
盟
者
の
店
舗
の
構
造
又
は
内
外
装
に
つ
い
て
加
盟
者
に
特
別
の
義
務
を
課
す
と
き
は
、
そ
の
内
容

十
八
　
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
又
は
加
盟
者
が
契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
生
じ
る
金
銭
の
額
又
は
算
定
方
法

そ
の
他
の
義
務
の
内
容

第
十
一
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
に
加
盟

し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
交
付
す
る
書
面
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項

内
容

一
　
加
盟
に
際
し
徴
収
す
る

加
盟
金
、
保
証
金
そ
の
他
の

金
銭
に
関
す
る
事
項

イ
　
徴
収
す
る
金
銭
の
額
又
は
算
定
方
法

ロ
　
加
盟
金
、
保
証
金
、
備
品
代
そ
の
他
の
徴
収
す
る
金
銭
の
性
質

ハ
　
徴
収
の
時
期

ニ
　
徴
収
の
方
法

ホ
　
当
該
金
銭
の
返
還
の
有
無
及
び
そ
の
条
件

二
　
加
盟
者
に
対
す
る
商
品

の
販
売
条
件
に
関
す
る
事
項

イ
　
加
盟
者
に
販
売
し
、
又
は
販
売
を
あ
つ
せ
ん
す
る
商
品
の
種
類

ロ
　
当
該
商
品
の
代
金
の
決
済
方
法

三
　
経
営
の
指
導
に
関
す
る

事
項

イ
　
加
盟
に
際
し
て
の
研
修
又
は
講
習
会
の
開
催
の
有
無

ロ
　
加
盟
に
際
し
て
研
修
又
は
講
習
会
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

ハ
　
加
盟
者
に
対
す
る
継
続
的
な
経
営
指
導
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
回
数

四
　
使
用
さ
せ
る
商
標
、
商

号
そ
の
他
の
表
示
に
関
す
る

事
項

イ
　
当
該
使
用
さ
せ
る
商
標
、
商
号
そ
の
他
の
表
示

ロ
　
当
該
表
示
の
使
用
に
つ
い
て
条
件
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五
　
契
約
の
期
間
並
び
に
契

約
の
更
新
及
び
解
除
に
関
す

る
事
項

イ
　
契
約
の
期
間

ロ
　
契
約
更
新
の
条
件
及
び
手
続
き

ハ
　
契
約
解
除
の
要
件
及
び
手
続
き

ニ
　
契
約
解
除
に
よ
つ
て
生
じ
る
損
害
賠
償
金
の
額
又
は
算
定
方
法
そ
の
他
の
義
務

の
内
容

六
　
直
近
の
三
事
業
年
度
に

お
け
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数

の
推
移
に
関
す
る
事
項

イ
　
各
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数

ロ
　
各
事
業
年
度
内
に
新
規
に
営
業
を
開
始
し
た
加
盟
者
の
店
舗
の
数

ハ
　
各
事
業
年
度
内
に
解
除
さ
れ
た
契
約
に
係
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数

3



ニ
　
各
事
業
年
度
内
に
更
新
さ
れ
た
契
約
に
係
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数
及
び
更
新
さ

れ
な
か
つ
た
契
約
に
係
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数

七
　
加
盟
者
の
店
舗
の
う
ち
、

立
地
条
件
が
類
似
す
る
も
の

の
直
近
の
三
事
業
年
度
の
収

支
に
関
す
る
事
項

イ
　
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
把
握
し
て
い
る
加
盟
者
の
店
舗
に
係
る
次

に
掲
げ
る
項
目
に
区
分
し
て
表
示
し
た
各
事
業
年
度
に
お
け
る
金
額
（
（
６
）
に
あ
っ

て
は
、
項
目
及
び
当
該
項
目
ご
と
の
金
額
）

（
１
）
売
上
高

（
２
）
売
上
原
価

（
３
）
商
号
使
用
料
、
経
営
指
導
料
そ
の
他
の
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
加
盟
者

か
ら
定
期
的
に
徴
収
す
る
金
銭

（
４
）
人
件
費

（
５
）
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
（
（
３
）
及
び
（
４
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
６
）
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
収
益
又
は
費
用
の
算
定
の

根
拠
と
な
る
事
項

ロ
　
立
地
条
件
が
類
似
す
る
と
判
断
し
た
根
拠

八
　
加
盟
者
か
ら
定
期
的
に

徴
収
す
る
金
銭
に
関
す
る
事

項

イ
　
徴
収
す
る
金
銭
の
額
又
は
算
定
に
用
い
る
売
上
、
費
用
等
の
根
拠
を
明
ら
か
に

し
た
算
定
方
法

ロ
　
商
号
使
用
料
、
経
営
指
導
料
そ
の
他
の
徴
収
す
る
金
銭
の
性
質

ハ
　
徴
収
の
時
期

ニ
　
徴
収
の
方
法

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
十
二
条
　
第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
（
高
度
化
事
業
計
画
に
係
る
全
て
の
施
設
又
は
設
備

の
所
在
地
が
一
の
市
の
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
）
の
条
例
又
は
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
七
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
七
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施

行
の
日
（
平
成
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
三
十
六

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
月
二
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
通
商
産
業
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
一
　
〔
第
１
条
〕

様式第一［第１条］ 

商店街整備計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

知事又は市長 殿 

住   所 

氏名又は名称及び法人にあ 

つてはその代表者の氏名 

 

中小小売商業振興法第４条第１項の規定により、下記の商店街整備計画について認定を

受けたいので申請します。 

 

記 

 

１ 商店街振興組合等の概要 

 

２ 商店街整備事業（中小小売商業振興法第４条第１項に規定する事業）の目標 

 

３ 商店街整備事業の内容 

（１） 商店街整備事業の実施者 

 

（２） 設置する施設又は設備の種類及び規模 

 

（３） その他商店街整備事業の内容 

 

４ 商店街整備事業の実施時期 

 

５ 商店街整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

 

６ 商店街整備事業の効果 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

様
式
第
二
　
〔
第
２
条
〕

様式第二［第２条］ 

商店街整備計画の変更に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

知事又は市長 殿 

住   所 

氏名又は名称及び法人にあ 

つてはその代表者の氏名 

 

年  月  日付けで認定を受けた商店街整備計画について下記のとおり変更

したいので、中小小売商業振興法施行令第９条第１項の規定により認定を申請します。 

 

記 

 

１ 変更事項の内容 

 

２ 変更の事由 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様
式
第
三
　
〔
第
３
条
〕

様式第三〔第３条〕 

店舗集団化計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

知事又は市長 殿 

住   所 

名称及び代表者の氏名 

 

中小小売商業振興法第４条第２項の規定により、下記の店舗集団化計画について認定を

受けたいので申請します。 

 

記 

 

１ 事業協同組合等の概要 

 

２ 店舗集団化事業（中小小売商業振興法第４条第２項に規定する事業）の目標 

 

３ 店舗集団化事業の内容 

（１） 店舗集団化事業の実施者 

 

（２） 設置する施設又は設備の種類及び規模 

 

（３） その他店舗集団化事業の内容 

 

４ 店舗集団化事業の実施時期 

 

５ 店舗集団化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

 

６ 店舗集団化事業の効果 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

様
式
第
四
　
〔
第
４
条
〕

様式第四〔第４条〕 

店舗集団化計画の変更に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

知事又は市長 殿 

住   所 

名称及び代表者の氏名 

 

年  月  日付けで認定を受けた店舗集団化計画について下記のとおり変更

したいので、中小小売商業振興法施行令第９条第１項の規定により認定を申請します。 

 

記 

 

１ 変更事項の内容 

 

２ 変更の事由 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様
式
第
五
　
〔
第
５
条
〕

様式第五〔第５条〕 

共同店舗等整備計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

知事又は市長 殿 

住   所 

氏名又は名称及び法人にあ 

つてはその代表者の氏名 

 

中小小売商業振興法第４条第３項の規定により、下記の共同店舗等整備計画について認

定を受けたいので申請します。 

 

記 

 

１ 組合又は中小小売商業振興法第４条第３項第３号イ若しくはロに規定する会社の概要 

 

２ 共同店舗等整備事業（中小小売商業振興法第４条第３項各号に定める事業）の目標 

 

３ 共同店舗等整備事業の内容 

（１） 設置する共同店舗等又は店舗等の種類、構造及び規模 

 

（２） 設置する共同店舗等又は店舗等の利用区分 

 

（３） その他共同店舗等整備事業の内容 

 

４ 共同店舗等整備事業の実施時期 

 

５ 共同店舗等整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

 

６ 共同店舗等整備事業の効果 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

様
式
第
六
　
〔
第
６
条
〕

様式第六［第６条］ 

共同店舗等整備計画の変更に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

知事又は市長 殿 

住   所 

氏名又は名称及び法人にあ 

つてはその代表者の氏名 

 

年  月  日付けで認定を受けた共同店舗等整備計画について下記のとおり

変更したいので、中小小売商業振興法施行令第９条第１項の規定により認定を申請します。 

 

記 

 

１ 変更事項の内容 

 

２ 変更の事由 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様
式
第
七
　
〔
第
７
条
〕

様式第七〔第７条〕 

商店街整備等支援計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

知事又は市長 殿 

住   所 

氏名又は名称及び法人にあ 

つてはその代表者の氏名 

 

中小小売商業振興法第４条第６項の規定により、下記の商店街整備等支援計画について

認定を受けたいので申請します。 

 

記 

 

１ 特定会社（設立しようとする特定会社を含む。）又は公益法人の概要 

 

２ 商店街整備等支援事業（中小小売商業振興法第４条第６項に定める事業）の目標 

 

３ 商店街整備等支援事業の内容 

（１） 支援の対象である中小小売商業者が集団して事業を営む商店街、団地又は建物

の概要 

 

（２） 設置する施設又は設備の種類、構造及び規模 

 

（３）共同店舗を設置する場合にあつては、当該共同店舗の利用区分 

 

（４） その他商店街整備等支援事業の内容 

 

４ 商店街整備等支援事業の実施時期 

 

５ 商店街整備等支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

 

６ 商店街整備等支援事業の効果 

 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

様
式
第
八
　
〔
第
８
条
〕

様式第八〔第８条〕 

商店街整備等支援計画の変更に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

知事又は市長 殿 

住   所 

氏名又は名称及び法人にあ 

つてはその代表者の氏名 

 

年  月  日付けで認定を受けた商店街整備等支援計画について下記のとお

り変更したいので、中小小売商業振興法施行令第９条第１項の規定により認定を申請しま

す。 

 

記 

 

１ 変更事項の内容 

 

２ 変更の事由 

 

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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